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　松前町は、（公社）日本ホッケー協会から「ホッケータ
ウン」に認定されました。これは、同協会がホッケーの
普及や振興に取り組んできた自治体を認定している事業
で、本町の推進している「ホッケーのまちづくり」が評価
され、認定を受けたものです。平成29年に行われた「え
ひめ国体」の会場になった日本ホッケー協会公認の人工
芝の競技場「松前町国体記念ホッケー公園ホッケー場」で
は、日々子どもたちが練習に励んでおり、今では世代別日
本代表に選ばれる選手も輩出しています。令和７年８月
には、このホッケー場で「第55回全日本中学生女子ホッ
ケー選手権大会」が開催される予定です。選手たちの熱
い戦いをお見逃しなく！ぜひ会場へお越しください。



　令和₇年₃月31日発行	 町　会　報　え　ひ　め　	 第 192 号　（2）　

　

第
1
9
2
回
四
国
地
区
町
村
議
会
議
長

会
会
長
会
が
3
月
25
日（
火
）
に
「
高
知
県

自
治
会
館
」
で
開
催
さ
れ
た
。
会
議
に
は

四
国
4
県
の
会
長
及
び
事
務
局
長
等
が
出

席
し
た
。

　

会
議
は
ま
ず
、
開
催
県
の
筒
井
高
知
県

会
長
（
い
の
町
議
会
議
長
）
及
び
四
国
地

区
会
長
の
井
下
香
川
県
会
長
（
直
島
町
議

会
議
長
）
が
挨
拶
を
述
べ
た
後
、
会
則
の

規
定
に
よ
り
筒
井
高
知
県
会
長
が
議
長
席

に
着
い
て
、「
協
議
事
項
」
に
入
っ
た
。

　

協
議
事
項

1　

会
議
録
署
名
人
の
指
名
に
つ
い
て

前
田
会
長
を
四
国
地
区
会
長
に
選
任

�

四
国
地
区
町
村
議
会
議
長
会
会
長
会

　
　

会
議
録
署
名
人
に
は
、
筒
井
議
長
よ

り
、
井
下
香
川
県
会
長
が
指
名
さ
れ
た
。

2　

令
和
7
年
度
各
県
事
業
計
画
及
び
予

算
に
つ
い
て

　
　

各
県
事
務
局
長
か
ら
資
料
に
基
づ
き

説
明
が
あ
り
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

3　

各
県
提
出
議
題
に
つ
い
て

　

①　

全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
四
国
ブ

ロ
ッ
ク
の
役
員
候
補
者
等
に
つ
い
て

（
香
川
県
）

　

②　

第
63
回
四
国
地
区
町
村
議
会
研
修

会
に
つ
い
て
（
愛
媛
県
）

　

③　

令
和
7
年
度
四
国
四
県
町
村
長
・

令和７年度四国四県町村長・議長大会 開催要綱（案）
　
₁．名　　称　　四国四県町村長・議長大会
₂．目　　的
　　四国の57の町村長・議長が一堂に会し、議会と執行部
の立場を超えて「元気溢れる地域をつくる」との強い信念
のもと、町村の抱える重要課題について研修・意見交換・
審議し、その実現のためお互いに連携を密にしながら、総
力を結集して行動し、多様で個性豊かな町村自治の振興と
住民福祉の向上を期する。

₃．主　　催　　四国四県町村会
　　　　　　　　四国四県町村議会議長会
₄．日　　程　　令和₇年₉月25日（木）
　　　　　　　　⑴　大　会　　　13時30分～15時15分
　　　　　　　　⑵　記念講演　　15時30分～17時00分
　　　　　　　　　　講師：東谷望史氏（前馬路村農協組合長）
　　　　　　　　⑶　意見交換会　17時30分～19時30分
₅．開催場所　　ザ	クラウンパレス新阪急高知
　　　　　　　　住所：高知県高知市本町4丁目2番50号
₆．出 席 者　　四国四県町村長　全員
　　　　　　　　四国四県町村議会議長　全員
₇．大会次第
　⑴　開　　会　　⑵　国歌斉唱
　⑶　あいさつ　　⑷　宣　　言
　⑸　来賓祝辞　　高知県知事、高知県議会議長、
　　　　　　　　　全国町村会長、全国町村議会議長会長
　⑹　議長選出　　⑺　議　　事　　各県提出議題審議
　⑻　決議・緊急決議　　　⑼　共同アピール
　⑽　実行運動方法協議　　⑾　閉　　会
₈．意見交換会
　⑴　開　　会　　⑵　あいさつ　　⑶　乾　　杯
　⑷　懇　　談　　⑸　ガンバローコール　　⑹　閉　　会

議
長
大
会
に
つ
い
て
（
高
知
県
）

　
　

①
～
③
に
つ
い
て
、
各
担
当
県
か
ら

資
料
に
基
づ
き
開
催
概
要
等
を
説
明
し

た
。

4　

次
期
四
国
地
区
会
長
の
選
任
に
つ
い

て
（
高
知
県
）

　
　

筒
井
高
知
県
会
長
か
ら
説
明
が
あ
っ

た
の
ち
、
本
県
の
前
田
会
長
（
上
島
町

議
会
議
長
）
が
四
国
地
区
会
長
に
選
任

さ
れ
た
。
任
期
は
、
令
和
7
年
4
月
1

日
か
ら
1
年
間
。

5　

次
期
四
国
地
区
会
長
会
の
開
催
に
つ

い
て

 

四
国
４
県
議
長
会

　

事
務
局
長
・
担
当
者
会

　

前
述
の
四
国
地
区
会
長
会
に
先
立
ち
、

同
日
に
四
国
4
県
町
村
議
会
議
長
会
事
務

局
長
並
び
に
担
当
者
会
が
「
高
知
県
自
治

会
館
」
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

　

会
議
は
、
開
催
県
の
笹
岡
高
知
県
事
務

局
長
の
挨
拶
に
始
ま
り
、
次
の
テ
ー
マ
に

よ
り
進
め
ら
れ
、
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

①　

全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
四
国
ブ

ロ
ッ
ク
の
役
員
候
補
者
等
に
つ
い
て

	

（
香
川
県
）

②　

第
63
回
四
国
地
区
町
村
議
会
議
長
研

修
会
に
つ
い
て
（
愛
媛
県
）

③　

令
和
7
年
度
四
国
四
県
町
村
長
・
議

長
大
会
に
つ
い
て
（
高
知
県
）

④　

令
和
7
年
度
四
国
四
県
町
村
監
査
委

員
協
議
会
研
修
会
に
つ
い
て（
高
知
県
）

⑤　

そ
の
他

　
　

次
回
は
、
香
川
県
で
開
催
す
る
こ
と

に
決
定
し
た
。

 会長　前田省二 氏
愛媛県町村議会議長会
（上島町議会議長）
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愛
媛
県
町
村
監
査
委
員
協
議
会
は
第
25

回
定
期
総
会
を
、3
月
21
日（
金
）
に
Ｎ
Ｏ

Ｓ
Ａ
Ｉ
え
ひ
め
で
、
県
下
9
町
監
査
委
員

及
び
補
助
職
員
ら
25
名
の
出
席
を
得
て
開

催
し
た
。

　

総
会
は
、
事
務
局
長
の
司
会
で
進
め
ら

れ
、
菅
監
事
（
久
万
高
原
町
代
表
監
査
委

員
）
の
開
会
の
こ
と
ば
に
続
い
て
、
赤
穂

会
長
（
内
子
町
代
表
監
査
委
員
）
が
挨
拶

を
述
べ
た
。

　

続
い
て
表
彰
に
入
り
、
西
村
愛
南
町
代

表
監
査
委
員
に
表
彰
状
を
贈
呈
し
た
。

　

次
い
で
、
議
事
に
入
り
、
赤
穂
会
長
が

議
長
と
な
っ
て
、
次
の
と
お
り
議
事
が
進

め
ら
れ
た
。

⑴　

報
告
第
1
号　

会
務
報
告

　
　

書
面
に
よ
る
報
告
と
し
、
一
同
了
承

し
た
。

⑵　

認
定
第
1
号　

令
和
5
年
度
決
算
に

つ
い
て

　
　

事
務
局
か
ら
説
明
が
あ
り
、
菅
監
事

の
監
査
報
告
を
受
け
て
認
定
す
る
こ
と

に
決
定
し
た
。

⑶　

議
案
第
1
号　

令
和
7
年
度
会
務
運

営
方
針
及
び
事
業
計
画
に
つ
い
て

⑷　

議
案
第
2
号　

令
和
7
年
度
歳
入
歳

出
予
算
に
つ
い
て

　
　

以
上
の
2
議
案
を
一
括
議
題
と
し
事

務
局
か
ら
順
次
説
明
し
た
。
一
同
異
議

な
く
議
決
さ
れ
た
。

第
25
回
定
期
総
会
並
び
に

�

監
査
委
員
研
修
会

令和７年度会務運営方針及び事業計画

	 愛媛県町村監査委員協議会　
第１　運営方針
　　厳しい財政状況の中で、基礎自治体は今まで以上に公正で合
理的かつ能率的な運営を確保することが強く求められており、
監査委員の果たすべき職責はますます重要となっている。
　　このときに当たり、本会は決意を新たにしてその使命を深く自覚
し、監査委員の資質向上と監査機能の更なる充実強化に向けて、監
査委員相互並びに全国町村監査委員協議会との連携を密にすると
ともに、各町における監査の適正な執行と監査委員制度の健全な
進展を図り、地方自治の振興発展に寄与するものとする。
第２　事業計画
　　上記基本方針に基づき、次の事業を実施する。

記
　⑴　定期総会　　１回
　⑵　臨時総会　　必要に応じて
　⑶　監 事 会　　１回
　⑷　四国四県町村監査委員協議会研修会
　　　日　時　令和７年７月10日（木）
　　　会　場　高知市「ザ	クラウンパレス新阪急高知」
　　　講　師　影浦　浩二	氏（砥部町代表監査委員）
　⑸　町村監査委員全国研修会
　　　日　時　令和７年10月16日（木）
　　　会　場　東京都「LINE	CUBE	SHIBUYA（渋谷公会堂）」
　　　講　師　調整中
　⑹　愛媛県町村監査委員協議会表彰規程に基づく表彰
　⑺　愛媛県町村監査委員に対する感謝要綱に基づく感謝状贈呈
　⑻　監査委員に関する実態調査及び資料等の提供
　⑼　その他必要な事項

西村愛南町代表監査委員に表彰

講師　久保 雅紀雄 氏

あいさつをする赤穂会長
（内子町代表監査委員）

ご
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

愛
媛
県
町
村
監
査
委
員
協
議
会
長

　

表
彰
名
簿

	

　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

・
町
監
査
委
員
と
し
て
、
5
年
以
上
在
職

し
地
方
自
治
の
発
展
に
貢
献
し
た
も
の

	

（
1
名
）

　

愛
南
町
代
表
監
査
委
員	　

西
村　

信
男

⑸　

議
案
第
3
号　

決
議

　
　

門
田
監
事
（
伊
方
町
代
表
監
査
員
）

が
決
議
を
朗
読
し
、
満
場
の
拍
手
で
こ

れ
を
採
択
し
た
。

　

最
後
に
門
田
監
事
が
閉
会
の
こ
と
ば
を

述
べ
て
総
会
の
幕
を
閉
じ
た
。

　

引
き
続
き
、
監
査
委
員
協
議
会
研
修
会

を
開
催
し
、
香
川
県
監
査
委
員
事
務
局
次

長
の
久
保
雅
紀
雄
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
住

民
監
査
請
求
の
概
要
」
と
題
す
る
講
演
を

聴
講
し
た
。
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令
和
７
年
度�

事
業
計
画・予
算
を
決
定

県
市
町
振
興
協
会　

理
事
会
・
評
議
員
会　

【
第
２
回
定
例
理
事
会
】

　

公
益
財
団
法
人
愛
媛
県
市
町
振
興
協
会

（
理
事
長
・
河
野
久
万
高
原
町
長
）
は
、
令

和
6
年
度
第
2
回
定
例
理
事
会
を
3
月
28

日（
金
）
10
時
55
分
か
ら
「
愛
媛
県
自
治
会

館
」
に
お
い
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
出
席
は
、
河
野
忠
康
（
理
事

長
）・
武
智
邦
典
（
伊
予
市
長
）・
原
俊
司

（
松
山
市
議
会
議
長
）・
久
保
美
博
（
内
子

町
議
会
議
長
）・
新
井
英
夫
（
松
山
大
学

理
事
長
）・
向
井
政
明（
愛
媛
県
町
村
会
事

務
局
長
）
の
各
理
事
及
び
雲
峰
隆
光
（
愛

媛
県
市
町
振
興
課
長
）・
武
智
茂
記（
愛
媛

県
市
長
会
事
務
局
長
）・
酒
井
啓
司（
税
理

士
）
の
各
監
事
、
清
川
事
務
局
長
等
。

　

会
議
に
入
る
前
に
理
事
就
任
後
初
め
て

出
席
さ
れ
る
原
俊
司
理
事
（
松
山
市
議
会

議
長
）を
紹
介
し
、河
野
理
事
長
か
ら
招
集

あ
い
さ
つ
の
の
ち
、
定
款
の
定
め
に
よ
り

河
野
理
事
長
が
議
長
と
な
り
、
各
議
案
に

つ
い
て
清
川
事
務
局
長
か
ら
説
明
が
行
わ

れ
、
い
ず
れ
も
議
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
第

1
号
報
告
「
職
務
執
行
状
況
」
に
つ
い
て

向
井
常
務
理
事
か
ら
報
告
が
行
わ
れ
、
了

承
さ
れ
た
。

　

な
お
、
提
出
さ
れ
た
議
案
及
び
報
告
は

次
の
と
お
り
。

◆
議　

事

第
₁
号
議
案

　

令
和
7
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

第
₂
号
議
案

　

令
和
7
年
度
収
支
予
算
に
つ
い
て

◆
報　

告

【
第
６
回
臨
時
評
議
員
会
】

　

公
益
財
団
法
人
愛
媛
県
市
町
振
興
協
会

（
理
事
長
・
河
野
久
万
高
原
町
長
）
は
、
令

和
6
年
度
第
6
回
臨
時
評
議
員
会
を
3
月

28
日（
金
）
13
時
26
分
か
ら
「
愛
媛
県
自
治

会
館
」
に
お
い
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
出
席
は
、
河
野
忠
康
（
理
事

長
）・
高
門
清
彦（
伊
方
町
長
）・
加
藤
康

幸（
松
野
町
議
会
議
員
）・
藤
田
泰
宏
（
砥

部
町
議
会
事
務
局
長
）
の
各
評
議
員
及
び

雲
峰
隆
光（
愛
媛
県
市
町
振
興
課
長
）・
武

智
茂
記（
愛
媛
県
市
長
会
事
務
局
長
）・
酒

井
啓
司（
税
理
士
）の
各
監
事
、
向
井
常
務

理
事
等
。

　

河
野
理
事
長
か
ら
招
集
あ
い
さ
つ
の
の

ち
、
出
席
し
た
評
議
員
の
う
ち
互
選
に
よ

り
、
加
藤
評
議
員
を
議
長
に
選
出
。
加
藤

議
長
は
議
事
録
署
名
人
に
、高
門
評
議
員
・

藤
田
評
議
員
の
両
名
を
指
名
し
た
。

　

議
事
に
入
り
、
清
川
事
務
局
長
か
ら
各

議
案
に
つ
い
て
説
明
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ

も
承
認
さ
れ
た
。
評
議
員
の
補
欠
選
任
で

は
越
智
忍
（
今
治
市
議
会
議
長
）
が
選
出

さ
れ
た
。

　

な
お
、
提
出
さ
れ
た
議
案
は
次
の
と
お

り
。

◆
議　

事

第
₁
号
議
案

　

令
和
7
年
度
事
業
計
画
の
承
認
に
つ
い

て
第
₂
号
議
案

　

令
和
7
年
度
収
支
予
算
の
承
認
に
つ
い

て
第
₃
号
議
案

　

評
議
員
の
辞
任
に
伴
う
補
欠
選
任
に
つ

い
て

理　　事　　会

評　議　員　会

第
1
号
報
告

　

職
務
執
行
状
況
に
つ
い
て
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令
和
７
年
度

�

事
業
計
画・予
算
を
決
定

�

　
愛
媛
県
清
掃
事
業
協
会

　

愛
媛
県
清
掃
事
業
協
会
（
20
市
町
6
一

部
事
務
組
合
で
構
成
）
は
、
3
月
11
日

（
火
）
に
「
令
和
6
年
度
清
掃
事
業
推
進
等

研
究
会
」
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
に
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1　

開　

会

2　

挨　

拶　

上
村
会
長
（
上
島
町
長
）

3　
「
清
掃
事
業
等
の
現
況
・
情
勢
報
告
に

つ
い
て
」

　
　

県
循
環
型
社
会
推
進
課
の
千
葉
係
長

か
ら
説
明
が
あ
っ
た
。

4　

報
告
事
項

　

⑴　

事
業
報
告
に
つ
い
て

 
生
活
環
境
改
善
事
業
功
労
者

　
�

を
表
彰

�
　
愛
媛
県
清
掃
事
業
協
会

　

愛
媛
県
清
掃
事
業
協
会
（
20
市
町
6
一

部
事
務
組
合
で
構
成
）
は
、
3
月
6
日

（
木
）
に
「
令
和
6
年
度
生
活
環
境
改
善
事

業
功
労
者
会
長
表
彰
」
を
愛
媛
県
自
治
会

館
2
階
会
議
室
で
執
り
行
っ
た
。

　

令
和
6
年
度
は
事
業
推
進
等
研
究
会
が

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
で
開
催
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

事
業
推
進
等
研
究
会
と
は
別
日
に
、
上
村

会
長
よ
り
受
賞
者
に
対
し
て
、
表
彰
を

行
っ
た
も
の
。

　

本
年
度
の
表
彰
者
は
2
名
で
、
代
表
し

て
團
力
氏
が
会
長
よ
り
表
彰
さ
れ
た
。

　
　

松
山
衛
生
事
務
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　

團　
　
　

力　

氏

　
　

今
治
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
上　

浩
一　

氏

　

⑵　

令
和
6
年
度
生
活
環
境
改
善
事
業

功
労
者
会
長
表
彰
に
つ
い
て

　
　
　

本
年
度
は
次
の
2
名
が
表
彰
者
に

選
出
さ
れ
た
。

　
　

松
山
衛
生
事
務
組
合

　

	

　

團　
　
　

力　

氏

　
　

今
治
市
役
所　
　

村
上　

浩
一　

氏

5　

協
議
事
項

　
　

続
い
て
、
次
の
議
案
を
逐
次
協
議
し
、

認
定
ま
た
は
原
案
の
と
お
り
決
定
し
た
。

　

⑴　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

⑵　

令
和
7
年
度
事
業
方
針（
案
）に
つ

い
て

　

⑶　

令
和
7
年
度
会
費
の
分
賦
方
法

（
案
）に
つ
い
て

　

⑷　

令
和
7
年
度
予
算（
案
）に
つ
い
て

支
部
長
に
古
谷
砥
部
町
長

�

を
選
出

�

　
全
国
町
村
下
水
道
推
進
協
議
会

　 

愛
媛
県
支
部

　

全
国
町
村
下
水
道
推
進
協
議
会
愛
媛
県

支
部
（
7
町
で
構
成
）
は
、
3
月
21
日

（
金
）
に
「
令
和
6
年
度
全
国
町
村
下
水
道

推
進
協
議
会
愛
媛
県
支
部
研
究
会
」
を
Ｗ

Ｅ
Ｂ
会
議
に
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1　

開　

会

2　

来
賓
挨
拶　

八
木
課
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
都
市
整
備
課
）

3　

挨　

拶　

田
中
副
支
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
前
町
長
）

4　

講　

話

　
　
『
愛
媛
県
か
ら
の
情
報
提
供
に
つ
い

て
』

　
　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
の
機
械
ト
ラ
ブ
ル
に
よ

り
、
口
頭
で
の
説
明
が
困
難
と
な
っ
た

た
め
、
配
布
資
料
を
も
っ
て
講
話
に
代

え
た
。

　
　

続
い
て
、
次
の
議
案
を
逐
次
協
議
し
、

認
定
ま
た
は
決
定
し
た
。

5　

協
議
事
項

　

⑴　

令
和
6
年
事
業
報
告
に
つ
い
て

　

⑵　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

⑶　

令
和
7
年
度
事
業
計
画（
案
）に
つ

い
て

　

⑷　

令
和
7
年
度
予
算（
案
）に
つ
い
て

　

⑸　

役
員
の
補
欠
選
任
に
つ
い
て

　
　
　

前
支
部
長
の
佐
川
氏
が
2
月
5
日

に
砥
部
町
長
の
任
期
満
了
に
よ
り
退
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任
し
た
た
め
の
欠
員
中
の
支
部
長
の

選
任
を
行
い
次
の
と
お
り
選
出
し
た
。

　
　

・
支
部
長		

古
谷　

祟
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
砥
部
町
長
）

　
　
　

任
期
は
、
令
和
7
年
3
月
21
日
か

ら
令
和
8
年
6
月
8
日
ま
で
の
残
任

期
間
。

副
会
長
に
中
村
愛
南
町
長

�
を
選
出

�

　
ダ
ム
所
在･

発
電
関
係
市
町
協
議
会

　

愛
媛
県
ダ
ム
所
在･

発
電
関
係
市
町
協

議
会
（
3
町
9
市
で
構
成
）
は
、3
月
12
日

（
水
）
に
「
令
和
6
年
度
ダ
ム
所
在･

発
電

関
係
市
町
振
興
事
業
推
進
等
研
究
会
」
を

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
に
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1　

開　

会

2　

挨　

拶　

河
野
会
長

	

（
久
万
高
原
町
長
）

3　
「
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金（
水
力

発
電
施
設
周
辺
地
域
交
付
金
枠
）
の
概

要
に
つ
い
て
」

　
　

県
産
業
政
策
課
の
井
上
主
事
か
ら
説

明
が
あ
っ
た
。

　
　

続
い
て
、
次
の
議
案
を
逐
次
協
議
し
、

認
定
ま
た
は
決
定
し
た
。

4　

協
議
事
項

　

⑴　

副
会
長
の
補
欠
選
任
に
つ
い
て

　
　
　

欠
員
中
の
副
会
長
の
補
欠
選
任
を

行
い
、
中
村
愛
南
町
長
を
選
任
し
た
。

　
　
　

任
期
は
、
令
和
7
年
3
月
12
日
か

ら
令
和
8
年
4
月
4
日
ま
で
の
残
任

期
間
。

　

⑵　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

⑶　

令
和
7
年
度
事
業
方
針（
案
）に
つ

い
て

　

⑷　

令
和
7
年
度
本
会
会
費
の
分
賦
方

法（
案
）
に
つ
い
て

　

⑸　

令
和
7
年
度
予
算（
案
）に
つ
い
て

令
和
７
年
度

�

事
業
計
画・予
算
を
決
定

�

　
全
国
山
村
振
興
連
盟
県
支
部

　

全
国
山
村
振
興
連
盟
愛
媛
県
支
部
（
6

町
7
市
で
構
成
）
は
、
3
月
12
日（
水
）に

「
令
和
6
年
度
山
村
振
興
事
業
推
進
等
研

究
会
」
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
に
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1　

開　

会

2　

挨　

拶　

河
野
支
部
長

	

（
久
万
高
原
町
長
）　

3　
「
山
村
振
興
の
現
況
に
つ
い
て
」　　

　

県
農
政
課
の
福
井
係
長
か
ら
説
明
が

あ
っ
た
。

　
　

続
い
て
、
次
の
議
案
を
逐
次
協
議
し
、

認
定
ま
た
は
決
定
し
た
。

4　

協
議
事
項

　

⑴　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

⑵　

令
和
7
年
度
事
業
方
針（
案
）に
つ

い
て

　

⑶　

令
和
7
年
度
本
会
会
費
の
分
賦
方

法（
案
）に
つ
い
て

　

⑷　

令
和
7
年
度
予
算（
案
）に
つ
い
て

令
和
７
年
度

�

事
業
計
画・予
算
を
決
定

�

　
全
国
市
町
村
水
産
業
振
興
対
策

　�

協
議
会
愛
媛
県
支
部
　
　
　
　

　

全
国
市
町
村
水
産
業
振
興
対
策
協
議
会

愛
媛
県
支
部
（
4
町
2
市
で
構
成
）
は
、3

月
5
日（
水
）
に
「
令
和
6
年
度
水
産
業
振

興
対
策
事
業
推
進
等
研
究
会
」
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ

会
議
に
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1　

開　

会

2　

挨　

拶　

高
門
支
部
長（
伊
方
町
長
）

3　

愛
媛
県
漁
政
課
か
ら
の
政
策
説
明

　
　

県
漁
政
課
の
中
島
主
幹
か
ら
説
明
が

あ
っ
た
。

4　

報
告
事
項
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⑴　

会
務
報
告
に
つ
い
て

　

⑵　

次
期
役
員
に
つ
い
て

　
　
　

本
協
会
規
約
第
7
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
と
な
っ
た
こ
と
を

報
告
し
た
。

　
　

会　

長　

武
智　

邦
典（
伊
予
市
長
）

　
　

副
会
長　

高
橋　

敏
明（
西
条
市
長
）

　
　

副
会
長　

河
野　

忠
康　
　
　
　
　

　
　

	

　
　
　
　
　
　
（
久
万
高
原
町
長
）

　
　

監　

事　

二
宮　

隆
久（
大
洲
市
長
）

　
　

監　

事　

高
門　

清
彦（
伊
方
町
長
）

　
　
　

任
期
は
、
令
和
7
年
3
月
1
日
か

ら
令
和
9
年
2
月
28
日
。

　

⑶　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

⑷　

令
和
7
年
度
事
業
計
画（
案
）に
つ

い
て

　

⑸　

令
和
7
年
度
予
算（
案
）に
つ
い
て

　
　

事
業
報
告
に
つ
い
て

　
　

続
い
て
、
次
の
議
案
を
逐
次
協
議
し
、

認
定
ま
た
は
決
定
し
た
。

5　

協
議
事
項

　

⑴　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

⑵　

令
和
7
年
度
事
業
方
針（
案
）に
つ

い
て

　

⑶　

令
和
7
年
度
会
費
の
分
賦
方
法

（
案
）に
つ
い
て

　

⑷　

令
和
7
年
度
予
算（
案
）に
つ
い
て

令
和
７
年
度

�

事
業
計
画・予
算
を
決
定

　�

愛
媛
県
水
道
協
会

　

愛
媛
県
水
道
協
会
（
10
市
8
町
2
一
部

事
務
組
合
で
構
成
）
は
、
3
月
14
日（
金
）

に
「
令
和
6
年
度
水
道
事
業
推
進
等
研
究

会
」
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
に
て
開
催
し
た
。

　

会
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1　

開　

会

2　

挨　

拶　

坂
本
会
長
（
松
野
町
長
）

3　
「
県
内
の
水
道
事
業
の
現
況
と
課
題

に
つ
い
て
」

　
　

県
都
市
整
備
課
の
加
地
係
長
か
ら
説

明
が
あ
っ
た
。

4　

報
告
事
項

　

⑴　

事
業
報
告
に
つ
い
て

　

⑵　

愛
媛
県
水
道
協
会
会
員
（
津
島
水

道
企
業
団
）
の
退
会
に
つ
い
て

5　

協
議
事
項

　
　

続
い
て
、
次
の
議
案
を
逐
次
協
議
し
、

認
定
ま
た
は
決
定
し
た
。

　

⑴　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

⑵　

令
和
7
年
度
事
業
方
針（
案
）に
つ

い
て

　

⑶　

令
和
7
年
度
会
費
の
分
賦
方
法

（
案
）に
つ
い
て

　

⑷　

令
和
7
年
度
予
算（
案
）に
つ
い
て

6　

愛
媛
県
水
道
協
会
の
あ
り
方
に
つ
い

て

 

定
期
総
会
を
開
催

�

愛
媛
県
市
町
各
種
事
業
総
合
協
議
会

　

前
記
6
団
体
で
組
織
す
る
愛
媛
県
市
町

各
種
事
業
総
合
協
議
会
は
、
各
団
体
の
決

算
や
事
業
計
画
・
予
算
が
決
定
し
た
こ
と

か
ら
、「
令
和
6
年
度
定
期
総
会
」
を
書
面

審
議
に
よ
り
開
催
し
、
い
ず
れ
も
認
定
ま

た
は
決
定
し
た
。

　

な
お
、
書
面
審
議
の
概
要
は
次
の
と
お

り
。

【
協
議
事
項
】

　

認
定
第
1
号

　
　

令
和
5
年
度
決
算
に
つ
い
て

　

議
案
第
1
号

　
　

令
和
7
年
度
市
町
会
費
の
分
賦
方
法

に
つ
い
て

　

議
案
第
2
号

　
　

令
和
7
年
度
予
算
に
つ
い
て

  

会
長
に
武
智
伊
予
市
長

�

を
選
出

定
期
総
会
を
開
催

�

愛
媛
県
人
権
協
会

　

愛
媛
県
人
権
協
会
は
、
3
月
4
日（
火
）

「
愛
媛
県
自
治
会
館
2
階
会
議
室
」で
定
期

総
会
を
開
催
し
た
。

　

会
議
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

1　

開　

会

2　

挨　

拶　

武
智
会
長
（
伊
予
市
長
）

3　

来
賓
祝
辞

　
　
　

愛
媛
県
県
民
環
境
部
長

	　
　
　
（
代
理　

新
田
愛
媛
県　
　
　
　

	

県
民
生
活
局
長
）

　
　
　

山
先
愛
媛
県
人
権
対
策
協
議
会

　
　
　

	

会
長
代
行

4　

協
議
事
項

　
　

次
の
議
案
を
逐
次
協
議
し
、
認
定
ま

た
は
決
定
し
た
。
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３
月
の
会
と
催
し

▽
4
日
＝
愛
媛
県
人
権
協
会
定
期
総
会

▽
5
日
全
国
市
町
村
水
産
業
振
興
対
策
協

議
会
愛
媛
県
支
部
事
業
推
進
等
研
究
会

（
Z
o
o
m
）

▽
6
日
＝
愛
媛
県
清
掃
事
業
協
会
令
和
6

年
度
「
生
活
環
境
改
善
事
業
功
労
者
会

長
表
彰
」、自
治
労
愛
媛
県
本
部
か
ら
の

申
し
入
れ
、（
一
社
）内
外
情
勢
調
査
会

松
山
支
部
3
月
懇
談
会
、
全
国
町
村
会

都
道
府
県
町
村
会
政
務
担
当
職
員
研
修

会
（
7
日
ま
で
）

▽
11
日
＝
愛
媛
県
清
掃
事
業
協
会
事
業
推

進
等
研
究
会
（
Z
o
o
m
）

▽
12
日
＝
愛
媛
県
ダ
ム
所
在
・
発
電
関

係
市
町
協
議
会
事
業
推
進
等
研
究

会（
Z
o
o
m
）、
全
国
山
村
振
興
連

盟
愛
媛
県
支
部
事
業
推
進
等
研
究
会

（
Z
o
o
m
）

▽
14
日
＝
愛
媛
県
水
道
協
会
事
業
推
進
等

研
究
会
（
Z
o
o
m
）

▽
17
日
＝（
公
財
）え
ひ
め
臓
器
移
植
推
進

財
団
令
和
6
年
度
第
4
回
理
事
会
（
オ

ン
ラ
イ
ン
）

▽
18
日
＝
松
山
空
港
利
用
促
進
協
議
会
第

4
回
松
山
空
港
将
来
構
想
検
討
会

▽
19
日
＝
愛
媛
県
自
転
車
新
文
化
推
進
協

会
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
サ
イ

ク
リ
ス
ト
誘
致
促
進
事
業
企
画
提
案
型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審
査
、
都
道
府
県
市
町

村
振
興
協
会
事
務
局
長
会
議
、
公
益
社

団
法
人
愛
媛
県
畜
産
協
会
令
和
6
年
度

臨
時
総
会

▽
21
日
＝
全
国
町
村
下
水
道
推
進
協
議
会

愛
媛
県
支
部
研
究
会
、
愛
媛
県
監
査
委

員
協
議
会
第
25
回
定
期
総
会
並
び
に
研

修
会
、
愛
媛
県
救
急
医
療
対
策
協
議
会

▽
24
日
＝
公
益
財
団
法
人
愛
媛
県
国
際
交

流
協
会
令
和
6
年
度
第
5
回
理
事
会

▽
25
日
四
国
四
県
町
村
議
会
議
長
会
事
務

局
長
並
び
に
担
当
者
会
、
第
1
9
2
回

四
国
地
区
町
村
議
会
議
長
会
会
長
会

▽
28
日
＝
（
公
財
）
愛
媛
県
市
町
振
興
協

会
令
和
6
年
度
第
2
回
定
例
理
事
会
、

（
公
財
）愛
媛
県
市
町
振
興
協
会
令
和
6

年
度
臨
時
評
議
員
会

　

 
臨
機
な
対
処
・
備
え

　

日
本
列
島
は
、
冬
、
夏
、
い
や
満
開
の

桜
花
で
春
本
番
か
。
い
ろ
い
ろ
惑
わ
さ
せ

ら
れ
た
季
節
は
、「
地
球
温
暖
化
」
の
手
中

に
あ
る
3
月
の
気
侯
。

　

さ
て
、
今
日
ま
で
民
主
国
家
を
代
表
し
、

世
界
を
引
っ
張
っ
て
来
た
自
負
も
あ
ろ
う

ア
メ
リ
カ
が
、
今
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ

る
。
自
国
か
自
身
の
フ
ァ
ー
ス
ト
し
か
目

に
な
い
か
の
よ
う
な
方
向
転
換
は
、
先
の

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
就
任
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。40
歳
の
時
、ソ
連
の
工
作
員
と
し
て
採

用
さ
れ
た
件
が
米
議
会
で
論
戦
に
な
る
な

ど
国
内
事
は
内
政
不
干
渉
。
し
か
し
、
隣

国
は
も
と
よ
り
か
つ
て
の
『
ア
メ
リ
カ
が

咳
を
す
れ
ば
他
国
が
風
邪
を
ひ
く
』
親
密

な
盟
友
と
の
関
係
は
何
処
へ
？
大
袈
裟
な

が
ら
世
界
中
が
、
ガ
ラ
ガ
ラ
と
音
が
す
る

ほ
ど
の
様
変
り
よ
う
で
あ
る
。

　

資
本
主
義
社
会
の
経
済
競
争
に
水
を
差

す
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
が
、過
度
な
数

字
重
視
、
経
済
最
優
先
と
政
治
の
駆
け
引

き
が
あ
ま
り
露
骨
に
な
る
と
、「
人
間
社
会
」

で
は
弊
害
や
綻
び
が
出
て
く
る
の
で
は
…
。

　

ロ
シ
ア
の
侵
攻
か
ら
始
ま
っ
た
ウ
ク
ラ

イ
ナ
で
の
戦
争
。
命
と
物
の
破
壊
が
終
わ

る
、
誰
し
も
願
う
現
世
の
大
き
な
テ
ー
マ

で
あ
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
他
国
に

武
力
で
侵
攻
し
た
国
と
迎
撃
す
る
国
の
戦

い
で
、
護
る
国
の
リ
ー
ダ
ー
が
独
裁
者
と

呼
ば
れ
る
。「
独
裁
」
と
「
正
義
」（
正
し

い
す
じ
み
ち
。
人
が
行
う
べ
き
正
し
い
道
。

「
広
辞
苑
」
よ
り
）
と
は
何
か
改
め
て
問
い

た
い
。
そ
の
中
で
停
戦
条
件
の
仲
裁
者
が
、

弱
者
側
資
源
の
権
利
取
得
を
ち
ら
つ
か
せ
、

対
価
を
求
め
る
気
配
。
兎
に
角
、
長
期
の

人
殺
し
戦
争
が
ま
ず
停
戦
で
き
れ
ば
良
し

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
、
日
本
列
島
は
核
兵

器
を
所
有
す
る
国
に
囲
ま
れ
、
事
な
く
過

ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
真
偽
」
や

「
正
義
」が
根
本
か
ら
あ
や
ふ
や
に
解
釈
さ

れ
る
時
代
で
あ
る
。「
万
が
一
つ
」事
あ
る

時
、
ア
メ
リ
カ
の
強
力
な
軍
事
力
を
頼
り

に
す
る
我
が
国
に
と
っ
て
、
何
ら
資
源
も

な
く
周
辺
海
域
の
高
価
な
資
源
も
具
現
化

さ
れ
て
い
な
い
今
日
、
交
渉
対
価
と
な
る

べ
き
カ
ー
ド
「
な
し
」
で
は
、
算
式
が
成

り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
救
援

の
万
全
が
期
待
出
来
る
か
、
危
惧
す
る
雰

囲
気
は
拭
い
き
れ
な
い
。
し
か
も
少
子
高

齢
化
時
代
の
自
国
防
衛
は
、「
強
力
な
軍
事

力
」
が
な
け
れ
ば
、
言
葉
で
の
交
渉
「
正

道
」
は
、
理
想
で
あ
り
現
実
に
添
わ
な
い

よ
う
だ
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
戦
争
が
「
無

意
味
」
の
答
え
を
明
確
に
示
す
。
日
本
人

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
到
底
そ
ぐ
わ
な
い
が
、
否
応

な
く
新
し
い
世
界
の
流
れ
・
環
境
に
即
し

た
臨
機
な
対
処
・
備
え
が
求
め
ら
れ
る
。

　

今
、
列
島
は
、
3
月
11
日
を
忘
れ
ら
れ

な
い
「
巨
大
地
震
」
の
脅
威
も
目
前
に
横

た
わ
る
…
。

�

　
　
（
Ｔ
）

 

「
人
間
の
自
由
に
対
す
る
関
心
が
も
っ
と

も
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
英
雄
崇
拝
が

も
っ
と
も
有
力
で
あ
る
。」

　
（
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー

�

　

英
国
の
哲
学
者
）
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